
鈴鹿市告示第１８４号 

鈴鹿市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に関する要綱を次のように

定める。 

令和６年９月１２日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に関する要綱 

鈴鹿市災害時要援護者支援活動実施要綱（平成２１年鈴鹿市告示第５号）の全部を

改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」とい

う。）第４９条の１０第１項の規定に基づく避難行動要支援者名簿（以下「名簿」

という。）及び法第４９条の１４第１項の規定に基づく個別避難計画（以下「計画」

という。）の作成等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 避難行動要支援者 市内に居住する高齢者、障害者その他の特に配慮を要す

る者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難すること

が困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要す

るものをいう。 

(２) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避

難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。 

(３) 避難支援等関係者 自治会、自主防災組織、民生委員又は児童委員、消防署、

消防団、社会福祉協議会、地域包括支援センター、警察署その他の避難支援等の

実施に携わる関係者をいう。 

（避難行動要支援者の範囲） 

第３条 避難行動要支援者の範囲は、次に掲げる者（社会福祉施設又は医療機関等に

長期入所し、又は長期入院している者を除く。）とする。 



(１) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１項に規定する要介護認

定（第５号ア(イ)において「要介護認定」という。）を受けている者のうち、そ

の要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５である者 

(２) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項に規定する

身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障害程度等級が１級又は２級

である者 

(３) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第

４５条第２項に規定する精神障害者保健福祉手帳（第５号ア(ウ)において「精神

障害者保健福祉手帳」という。）の交付を受けている者のうち、その障害等級が

１級又は２級である者 

(４) 三重県療育手帳制度実施要綱（昭和６３年障第１１７号）第４条に規定する

療育手帳（次号ア(エ)において「療育手帳」という。）の交付を受けている者の

うち、その障がい程度が最重度（Ａ１）又は重度（Ａ２）である者 

(５) 名簿への登録を希望する者であって次のいずれかに該当するもの（前各号に

掲げる者を除く。） 

ア 単身の世帯に属する者であって次のいずれかに該当するもの 

(ア) ７０歳以上の者 

(イ) 要介護認定を受けている者又は介護保険法第１９条第２項に規定する要

支援認定を受けている者 

(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

(エ) 療育手帳の交付を受けている者 

イ 次のいずれかに該当する世帯（アの世帯を除く。）に属する者 

(ア) ７５歳以上の者のみで構成される世帯 

(イ) ７０歳以上の者のみで構成される世帯（(ア)に掲げる世帯を除き、要介

護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５に該当する者を含む世帯に限

る。） 

ウ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第７条

第４項に規定する医療受給者証の交付を受けている者 

(６) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に

自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた



め特に支援を要すると市長が認めるもの 

（名簿の作成等） 

第４条 市長は、避難行動要支援者について、名簿を作成するものとする。 

２ 名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するも

のとする。 

(１) 氏名 

(２) 生年月日 

(３) 性別 

(４) 住所又は居所 

(５) 電話番号その他の連絡先 

(６) 避難支援等を必要とする事由 

(７) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事

項 

 （名簿登録の申出等） 

第５条 第３条第５号の名簿に登録を希望する者は、避難行動要支援者名簿及び個別

避難計画登録申出書兼変更届出書（別記様式。以下「申出書兼届出書」という。）

により市長に申し出るものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申出があった場合は、速やかにその内容を確認し、必

要と認めたときは、当該申出をした者を名簿に登録するものとする。 

（計画の作成等） 

第６条 市長は、名簿情報（名簿に記載し、又は記録された情報をいう。以下同じ。）

その他の市が保有する情報を基に、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに計画を

作成するものとする。ただし、計画を作成することについて当該避難行動要支援者

の同意が得られない場合は、この限りでない。 

２ 計画には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するも

のとする。 

(１) 第４条第２項各号に掲げる事項 

(２) 避難支援等実施者（避難支援等関係者のうち当該計画に係る避難行動要支援

者について避難支援等を実施する者をいう。以下同じ。）の氏名又は名称、住所

又は居所及び電話番号その他の連絡先 



(３) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

(４) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事

項 

（計画の作成に係る同意の申出） 

第７条 前条第１項本文の規定による計画の作成に同意する避難行動要支援者は、申

出書兼届出書により市長に申し出るものとする。 

（名簿情報等の提供） 

第８条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等

関係者に対し、名簿情報及び計画情報（計画に記載し、又は記録された情報をいう。

以下同じ。）（以下これらを「名簿情報等」という。）を提供するものとする。た

だし、名簿情報等を提供することについて当該名簿情報等に係る避難行動要支援者

（計画情報を提供する場合にあっては、避難行動要支援者及び避難支援等実施者）

の同意が得られない場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、市長は、災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために

特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関

係者その他の者に対し、名簿情報等を提供することができる。 

３ 第１項の規定による名簿情報等の提供に同意する避難行動要支援者は、申出書兼

届出書により市長に申し出るものとする。 

（名簿情報等の管理） 

第９条 前条第１項又は第２項の規定により名簿情報等の提供を受けたもの（以下こ

の条及び次条において「名簿情報等被提供者」という。）は、名簿情報等の漏えい、

紛失、毀損及び改ざんの防止その他の名簿情報等の適正な管理のため、次に掲げる

事項を遵守しなければならない。 

(１) 避難支援等の目的以外の目的のために名簿情報等を自ら利用し、又は第三者

に提供しないこと。 

(２) 名簿情報等を市長の許可なく複製しないこと。 

(３) 名簿情報等を施錠可能な場所等で厳重に管理すること。 

(４) 名簿情報等被提供者が法人その他の団体である場合にあっては、当該団体に

おいて名簿情報等を管理する者を定めること。この場合において、その任を後任



の者に引き継ぐときは、適切に名簿情報等を引き継ぐこと。 

２ 名簿情報等被提供者は、前項各号のいずれかに反する事態が生じたときは、直ち

に市長に報告しなければならない。 

３ 名簿情報等被提供者は、不要となった名簿情報等を市長に返還しなければならな

い。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、名簿情報等被提供者に対し、名簿情報等の

管理に関して報告を求め、又はその管理の状況を調査することができる。 

５ 市長は、名簿情報等被提供者が名簿情報等を適切に管理することができないと認

めるときは、当該名簿情報等被提供者に対し、提供した名簿情報等の返還を求める

ものとする。 

（秘密保持義務） 

第１０条 名簿情報等被提供者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若

しくはその職員その他の提供を受けた名簿情報等を利用して避難支援等の実施に携

わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報等に係る避

難行動要支援者及び避難支援等実施者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

その任を退いた後も、同様とする。 

（名簿情報等の変更等） 

第１１条 避難行動要支援者は、次の各号のいずれかに該当するときは、申出書兼届

出書により市長に届け出るものとする。 

(１) 名簿情報等に変更が生じたとき。 

(２) 第５条第１項の規定による名簿登録の申出を撤回するとき。 

(３) 第７条の規定による計画の作成に係る同意の申出を撤回するとき。 

(４) 第８条第３項の規定による名簿情報等の提供に係る同意の申出を撤回すると

き。 

２ 市長は、避難行動要支援者について、前項の規定による届出があったとき、又は

名簿情報等に変更が生じたことを知ったときは、当該避難行動要支援者について、

名簿情報等を変更し、又は名簿への登録若しくは作成した計画を廃止するものとす

る。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前に改正前の鈴鹿市災害時要援護者支援活動実施要綱第５条の規

定により整備された災害時要援護者台帳については、同要綱は、名簿及び計画が作

成されるまでの間は、なおその効力を有する。 

  



 

別記様式（第５条関係） 
避難行動要支援者名簿及び個別避難計画登録申出書兼変更届出書 

（宛先）鈴鹿市長 

□ 登録 

私は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に避難支援が必要ですので、個別避難計画を作成することに同意し、避難行

動要支援者名簿及び個別避難計画の登録を申し出ます。また、災害の発生に備え、登録した避難行動要支援者名簿情報及び個別避難

計画情報を避難支援等関係者（自治会、自主防災組織、民生委員又は児童委員、消防署、消防団、社会福祉協議会、地域包括支援セ

ンター、警察署等）へ提供することに同意します。 

□ 変更 
 私は、申出をした避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報に変更が生じましたので届け出ます。 

※ 変更が生じた事項についてのみ記載してください。 

□ 撤回 
 私は、申出をした避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の登録について撤回するため、届け出ます。 

※ 施設への入所、市外への転居のほか、避難行動要支援者の要件に該当しなくなった場合も含みます。 

申出（届出）日         年   月   日             署名                                

                           

                                  （代筆者署名）                               （登録者との関係：   ） 

 

登
録
者
に
関
す
る
情
報 

住所又は居所 鈴鹿市 

自宅電話 －     － 

携帯電話 －     － 

その他   

フリガナ   性 別 生 年 月 日 

氏名 
 

  
男 ・ 女    年  月  日 

要支援情報 

要支援 □１ □２  要介護 □１ □２ □３ □４ □５ 

身体障害者手帳 □１級 □２級  □３級 □４級 □５級 □６級 

療育手帳 □Ａ１ □Ａ２ □Ｂ１ □Ｂ２  

精神障害者保健福祉手帳 □１級 □２級  □３級 

□難病患者（病名：                                              ） 

□その他（理由：                                               ） 

   

世
帯
の
状
況
等 

一人暮らし 

70歳以上の方   

 

 

 
 

該当する状況に

○をつけてくださ

い(複数可）。 

要介護（要支援）状態区分「要支援１」以上の方  

身体障害者手帳１級又は２級をお持ちの方  

療育手帳をお持ちの方  

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方  

難病患者の方  

一人暮らし以外 

75歳以上のみの世帯  

70歳以上のみの世帯で、要介護（要支援）状態区分「要介護３」以上の方がいる世帯  

要介護（要支援）状態区分「要介護３」以上の方  

身体障害者手帳１級又は２級をお持ちの方  

療育手帳Ａ１又はＡ２をお持ちの方  

精神障害者保健福祉手帳１級又は２級をお持ちの方  

難病患者の方  

     

緊
急
連
絡
先 

① 
住所 

  

 

フリガナ   自宅電話 －     － 

氏名   
携帯電話 －     － 

登録者との続柄   

② 

住所 
  

 

フリガナ   自宅電話 －     － 

氏名   
携帯電話 －     － 

登録者との続柄   

      

避
難
支
援
等
実
施
者 

① 

住所 
 

 

フリガナ   電話 －     － 

氏名  備考 

 

② 

住所 
 

 

フリガナ   電話 －     － 

氏名  備考 

 

※ 避難支援等実施者の同意を得た上で記載してください。 

※ 避難支援等実施者が必ず避難支援等に駆け付けることを保証するものではありません。 

  



 

か
か
り
つ
け
の
病
院
・
診
療
所 

病院・診療所の名称 診療科又は持病 備考 

   

   

   

 

避難時の携行品 
 

避難時に必要な配慮 
 

 

避
難
の
方
法 

 

風水害 

のとき 

避難 

場所 

□自宅 

□自宅以外 避難先 
  

 

避難方法、避難経路に関する留意事項   

津波 

（主に地震）

のとき 

避難 

場所 

□自宅 

□自宅以外 避難先 
 

  

避難方法、避難経路に関する留意事項   

 

避難経路 

 

 

 

自由記入欄 

 

 

 


